
県内大学等への進学応援事業制度の広報業務  

公募型プロポーザル審査会実施要領 

 

１ 業務概要 

（１）案件名 

    県内大学等への進学応援事業制度の広報業務 

（２）事業目的 

 県内大学等への進学応援事業制度に関する分かりやすい動画を制作し、テレビ

やＹｏｕＴｕｂｅでの動画広告、ＳＮＳ（インスタグラム等）、各イベントなどあ

らゆる機会を活用し発信・放映することにより、県民に制度の情報を伝え、県内

大学等への進学を後押しするとともに、事業の対象者への周知を図る。 

 

  【県内大学等への進学者応援事業制度について】 

   ・「参考資料 県内大学等への進学者応援事業制度のチラシ」を参照すること。 

 

（３）事業内容 

 別添「県内大学等への進学応援事業制度の広報業務 委託仕様書」（以下「仕様

書」という。）のとおり 

（４）委託契約期間 

 契約締結の日から令和７年１０月３１日（金）まで 

（５）委託契約金額の上限 

５，８００，０００円（消費税および地方消費税を含む。） 

 

 

２ プロポーザル審査会参加資格に関する要件  

 次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 

 （１） 福井県財務規則（昭和 39年 4月 1日福井県規則第 11号）第 146条の規定により

知事が競争入札参加資格を有すると認めた者であること。 

 （２） 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4に規定する者でないこ

と。 

 （３） 県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

 （４） 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立て、会社更

生法（昭和 27年法律第 172号）に基づく更生手続開始の申立てまたは破産法（平成

16 年法律第 75 号）の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこ

と。 

（５） 国税および地方税を滞納していない者であること。 

（６） 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

  ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその



 
 

支社もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力

団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定

する暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者 

ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与

するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している

者 

オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

３ プロポーザル審査会実施の手続き 

（１） スケジュール 

  ア 公告開始             令和７年５月２９日（木） 

  イ 実施内容等に関する質問書提出期限 令和７年６月３日（火）まで 

  ウ 質問に対する回答         令和７年６月５日（木）まで 

  エ 参加表明書の提出期限       令和７年６月９日（月）午後５時必着 

  オ 受審資格認定通知         令和７年６月１２日（木）まで 

  カ 企画提案書等の受付期限      令和７年６月２３日（月）午後５時必着 

  キ プロポーザル審査会        令和７年６月３０日（月） 

  ク 審査結果の通知・公表       令和７年７月７日（月）まで 

 

（２）実施要領等の配布場所  

福井県総務部大学私学課県立大学グループ（福井県庁５階） 

（配布時間：午前８時３０分～午後５時） 

もしくは、福井県庁ウェブサイトからダウンロードして入手すること。 

なお、郵便等での配布は行わない。  

*実施要領等のURL  

県内大学等への進学者応援事業制度の広報業務に係る公募型プロポーザルの実施について 

| 福井県ホームページ 

 

 

 

http://cms3.ain.pref.fukui.jp/temp/240010/39/kennaidaigakunadosinngakuouen.html
http://cms3.ain.pref.fukui.jp/temp/240010/39/kennaidaigakunadosinngakuouen.html


 
 

（３）実施要領等に係る質問書の受付および回答の公表  

     ① 質問書提出方法  

プロポーザル審査会に参加するに当たって質問事項がある場合は、令和７年６月

３日（火）正午までに質問書（様式１、ファイル形式は、Microsoft Wordとするこ

と）を福井県総務部大学私学課県立大学グループあてに電子メールにより提出する

こと。なお、口頭（電話）での質問は一切受け付けない。  

 

 

 ② 回答  

質問に対する回答は、随時、質問者および参加申込者全員に対して電子メールで

回答する。  

 

（４）プロポーザル審査会への参加表明  

      ① 提出書類および部数  

  ア 参加表明書 １部（様式２） 

  イ 福井県競争入札参加資格決定通知書（写） 

  ウ 会社概要書（会社名や所在地、業務内容、申請の日における職員数等） 

  エ 県税及び国税の納税証明書 

 

  ② 提出方法  

プロポーザル審査会の参加希望者は、令和７年６月９日（月）午後５時までに

持参または郵便のいずれかの方法で、福井県総務部大学私学課県立大学グループ

に提出すること。 

持参の場合の受付時間は、祝日・休日を除く平日の午前８時３０分から午後５

時までとし、郵便の場合は、締め切り日当日の午後５時までに大学私学課県立大

学グループに到着したものを有効とする。電子メール、電子ファイルでの提出は

受け付けない。郵便の場合、必ず「簡易書留」とすること。  

 

 ③ 受審資格の認定  

 ア 受審資格の認定は令和７年６月１２日（木）までに書面により参加希望者に

通知する。 

イ 受審資格の認定を受けられなかった者に対する理由の説明 

Ⅰ 受審資格の認定を受けられなかった参加希望者は、書面によりその理由に

ついて説明を求めることができる。この場合においては、令和７年６月１３

日（金）午後５時までに説明を求める旨を記載した書面を持参して、申請書

提出場所に提出しなければならない。 

Ⅱ Ⅰの書面の提出があった場合、県は、説明を求めた者に対して、令和７年

６月１７日（火）までに書面により回答する。 



 
 

（５）企画提案書等の提出方法  

① 提出物および部数  

ア 企画提案書、書類：６部 

      イ サンプル映像：６枚（ＤＶＤ） 

「仕様書」を熟読し、次の項目について、任意様式にて企画提案書およびサンプ

ル映像を作成すること。 

 

【企画提案書、書類】 

 ア 企画提案の基本方針や業務の目的を達成するポイントをまとめたもの 

イ 制作する動画について、演出の詳細や工夫点等をまとめたものや絵コンテな

どで表現したもの  

ウ オープニング・エンディングについて、演出の詳細や工夫点等をまとめたも

の（サウンドロゴを活用することも可能とする。） 

エ ＴＶ広告やＹｏｕＴｕｂｅでの動画広告配信にあたっての演出の詳細や工夫

点、また、効果的に運用を行うための体制等をまとめたもの 

オ その他広報活動についての詳細や工夫点などをまとめたもの 

カ 業務を遂行する制作スタッフの体制や業務スケジュールをまとめたもの 

キ 見積書 

ク 本業務と同種または類似の事業実績を証する書類（申請の日までに履行した

もの） 

 

   【サンプル映像】 

 フリップを含む動画の演出に関する提案 

 

 

② 提出方法  

令和７年６月２３日（月）午後５時までに企画提案書等を、持参または郵便のい

ずれかの方法で、福井県総務部大学私学課県立大学グループに提出すること。  

持参の場合の受付時間は、祝日・休日を除く平日の午前８時３０分から午後５時

までとし、郵便の場合は、締め切り日当日の午後５時までに大学私学課県立大学グ

ループに到着したものを有効とする。郵便の場合、必ず「簡易書留」とすること。  

 

（６）プロポーザル審査会参加に際しての注意事項  

① 失格または無効  

以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格または無効となることがある。  

ア 「４ 審査に係る事項」における県内大学等への進学応援事業制度の広報業務

選定委員会の審査員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めること。  

イ 他の提案者と応募提案の内容またはその意思について相談を行うこと。 



 
 

ウ 事業者選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開

示すること。 

エ 応募提案書類に虚偽の記載を行うこと。  

オ 選定委員会終了後に、参加資格を満たしていない事実が発覚した場合。  

カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。  

② 著作権・特許権等  

提出物の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日

本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている手法等を用いた

結果生じた事象に係る責任は、すべて提案者が負うものとする。  

また、決定した制作物（撮影した映像を含む）に係る著作権法（昭和４５年法律

第４８号）上の一切の権利は県に帰属するとともに、県および県が指定する第三者

に対し、成果物の著作者人格権について将来にわたり行使しないこととし、すべて

２次利用できるものとする。 

③ 複数提案の禁止  

プロポーザル審査会参加者は、複数の提案書を提出しないこと。  

④ 提出物の変更の禁止  

 提出期限後の提出物の変更、差し替えもしくは再提出しないこと。  

⑤ 返却等  

 提出物は、理由の如何を問わず返却しない。  

⑥ 費用負担  

企画提案書や動画データの作成、提出等プロポーザル審査会参加に要する経費等

は、すべて参加者の負担とする。  

⑦ その他  

ア プロポーザル審査会参加申込書を提出した場合であっても、企画提案書等を提

出しない場合は、辞退したものとする。  

イ プロポーザル審査会参加者が共同体である場合は、その構成する法人が委託業

務の遂行上果たす役割をそれぞれ明らかにするとともに、必ず代表法人が応募手

続きを行い、対応窓口になることとする。  

ウ プロポーザル審査会参加者は、企画提案書等の提出をもって、実施要領等の記

載内容に同意したものとする。 

エ 提出された企画提案書等は、福井県情報公開条例（平成12年福井県条例第4

号）に基づく情報公開請求の対象となる。  

オ 提出書類の大きさは、日本工業規格Ａ４判（一部Ａ３判資料折込使用可）左綴

じで統一すること。  

カ 提出物に不足がある場合、企画提案の内容に影響を及ぼさない範囲内の軽微な

もの（添付すべき書類の添付漏れ、提出部数の不足等）にあってはその補正を認

めるが、企画提案書等の記載事項の変更、差し替えもしくは再提出など、当該範

囲を超えるものにあっては、その補正を認めない。  



 
 

キ 県が必要と認める場合には、追加資料の提出等を求めることがある。 

 

 

（７）見積書作成に当たっての注意事項 

① 提案金額は、委託期間中の本業務に係る費用の見込額とする。 

② 消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかに関わら

ず、見積もった金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した額を見積

書に記載すること。  

  ③見積書の提案上限金額は、５，８００、０００円（消費税および地方消費税を含

む。）とし、提案上限金額を超える見積金額の提案があった場合は失格とする。 

④ 見積書のあて先は、福井県知事とし、代表者（共同体の場合は代表法人）の印鑑

を押印すること。  

⑤ 見積書には、事業に要する経費の内訳および単価、数量等を明示して具体的に記

載、または、別紙で添付すること。  

 

４ 審査に係る事項  

（１） 審査方法  

審査員がプレゼンテーションにおける提案内容の審査、評価を行う。 

（２） 審査会  

① 開催日時および場所  

   令和７年６月３０日（月） 

    なお、詳細な場所、時間は別途通知する。  

② プロポーザル審査会の所要時間  

          プレゼンテーション２０分間、その後、審査員から質問を行う。  

③ 注意事項  

⚫ サンプル映像については、提案者が所有するＰＣを自ら操作し、県が所有す

る大型モニターで再生すること。  

⚫ 各提案者は、他の提案者のプロポーザル提案を傍聴できない。  

⚫ 指定の時間に遅れた場合には、審査対象としない。  

（３） 審査項目および評価内容  

    ア 事業目的の理解度ならびに企画提案書等の内容の的確性、独創性および実現性 

イ 業務を履行する能力 

ウ 業務の実施方針 

エ 業務実施による効果   

（４） 契約交渉の相手方の選定  

審査結果に基づき、総合的に判断し、契約交渉の相手方を選定する。  

（５） 審査結果の通知  

ア 審査結果は令和７年７月７日（月）までに、提案者に書面で通知する。  



 
 

イ 選定されなかった提案者に対する理由の説明 

Ⅰ 選定されなかった提案者は、書面によりその理由について説明を求める

ことができる。この場合においては、説明を求める旨を記載した書面を令

和７年７月１０日（木）午後５時までに持参して、申請書提出場所に提出

しなければならない。 

Ⅱ 県は、説明を求めた者に対して、書面の提出のあった日から５日以内に

書面により回答する。  

 

５ 契約の締結  

選定した契約交渉の相手方と県とが協議して、業務の仕様を確定させたうえで、契

約を締結する。仕様書の内容は、提案された内容が基本となるが、契約交渉の相手方

と県との協議により必要に応じて内容を変更した上で契約を締結するため、委託契約

額が見積額と同じになるとは限らない。  

なお、選定した契約交渉の相手方と県との間で行う仕様の詳細事項について協議が

整わなかった場合には、審査結果において総合評価点が次に高い提案者と協議を行う

こととする。  

 

６ 業務の適正な実施に関する事項  

（１）業務の一括再委託の禁止  

受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせること

はできない。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と思われる業務については、県

と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。  

（２）個人情報保護  

受託者が業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、福井県個人情報保護

条例（平成14年福井県条例第6号）に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅

失およびき損の防止その他個人情報の保護に努めること。  

（３）守秘義務  

受託者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自

己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。  

（４）知的財産権の取扱い  

受託者は本業務の実施のために必要な受託者が従前より有する知的財産権、あるい

は第三者が有する知的財産権については、当該権利の利用にあたり支障のないよう書

面により確認しなければならない。書面による確認がない場合、以後何らかの問題が

発生した場合は、受託者の責任により対処することとする。  

（５）妨害または不当要求に対する通報義務  

受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係および社会通念等

に照らして合理的な理由が認められない不当もしくは違法な要求又は契約の適正な履

行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。なお、通報がない



 
 

場合は入札参加資格を停止することがある。  

受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了

することができないときは、県に履行期間の延長変更を請求することができる。  

（６）業務の実施 

受託者は、契約締結後、県と協議のうえ速やかに業務の実施にあたること。  

(７) 業務完了報告書の提出  

受託者は、毎月実施した業務内容を翌月に速やかに報告すること。  

 

７ 業務の継続が困難となった場合の措置について  

受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措

置は、次のとおりとする。  

  （１）受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合  

      受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、契約の取

消しができる。この場合、県に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。な

お、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引き継ぎを行

うものとする。  

  （２）その他の事由により業務の継続が困難となった場合  

 災害その他の不可抗力等、県および受託者双方の責に帰すことができない事由に

より業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとす

る。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することによ

り契約を解除できるものとする。  

 なお、委託期間終了もしくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継

ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供するこ

ととする。  

 

８ 問い合わせ先および各種書類の提出先  

〒910－8580 福井県福井市大手３丁目１７番１号（県庁５階）  

福井県総務部大学私学課県立大学グループ 

TEL：0776－20－0245   

FAX：0776－26－1171 

電子メールアドレス：daishi@pref.fukui.lg.jp 
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